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新型コロナ5類移行で見直される
医療体制と診療報酬の特例措置
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外来はインフル並みに拡充
入院は全医療機関が対応
新型コロナウイルス感染症は本
年５月８日、変異株の出現などの
特段の事情が生じない限り、感染
症法上の分類が２類から５類に引
き下げられます。それ以降、季節
性インフルエンザと同等の扱いと
なり、感染者や濃厚接触者の法的
な待機期間もなくなります。これ
を受けて、幅広い医療機関でコロ
ナ患者を受け入れるための医療提
供体制の構築や診療報酬上の特例
を含めた公費負担の見直しが段階
的に行われていきます。
具体的な内容や方向性について

は、政府の新型コロナ感染症対策
本部が３月10日に決定した「新型
コロナウイルス感染症の感染症法
上の位置づけの変更に伴う医療提
供体制及び公費支援の見直し等に
ついて」に示されています。
まず医療提供体制ですが、２類
相当の現在、外来は約４万2000の
医療機関が、入院は約3000の確保
病床を持つ重点医療機関等が対応
する仕組みとなっています。５類

2023

3
Vol.256

5月8日、新型コロナウイルスの感染法上の分類が「２類」から「５類」に引き下げられます。これに併せて
医療提供体制の見直しや公費負担の見直しも行われます。そこで今回は、新型コロナウイルス感染症対策
本部の見直し方針をもとに、今後の医療提供体制や診療報酬について解説します。
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への移行に併せて、外来はインフ
ルエンザ並みの約6万4000に拡大
させる方針です。
入院は重点医療機関等が重症・

中等症Ⅱ患者の受け入れに重点化
し、それ以外の受け入れ経験のあ
る医療機関約2000が軽症・中等症
Ⅰ患者を担当するほか、受け入れ
経験のない医療機関にも促し、全
病院での受け入れ体制づくりが進
められます。また、行政が行って
きた入院調整は医療機関間で行わ
れることになります。
都道府県にはこうした体制づく

りに向け、本年４月中に「移行計画」
を策定し、計画的に実施していく
ことが求められています。ただ、今
夏には感染拡大が起こる可能性も
見込まれるため、新たな対応での
効果を検証し、冬の感染拡大に先
立って対応を再検討する方針です。

病床確保料は９月末まで
単価・補助上限数は半減
コロナ患者を受け入れるための
病床を確保しておくことで生じる
逸失利益を補填する「病床確保料」
も見直されます。もっとも、すべ

ての医療機関でコロナ患者を受け
入れられるようにするには一定の
時間がかかるため、９月末までは
継続されます。
ただし、休止病床の補助上限数

と単価は見直され、単価は概ね半
分になります（図表１）。一方、休止
病床の補助上限数については、即
応病床１床当たり休床２床だった
ものを１床に、ICU、HCUについ
ても休床１床当たりの補助上限数
は４床だったものが２床になりま
す。なお、10月以降については、
新型コロナの状況や見直しの効果
を踏まえて改めて検討されること
になっています。

院内トリアージ実施料
受け入れ患者限定は減額
診療報酬上の特例についても見

直しが行われます。
外来に関しては、発熱外来であ

ることを公表した場合の加算（250
点）が廃止されます。コロナ疑いの
患者の診療を評価した院内トリアー
ジ実施料は、十分な院内感染対策
を前提に、受け入れ患者を限定し
ない体制に移行した場合、現行の
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公費負担は終了します。
＊

５月８日以降、病院はもちろん、
診療所でもコロナ患者の受け入れ
が求められるようになります。これ
までコロナ患者を受け入れてこな
かった医療機関が対応しやすいよ
うに、厚生労働省では「診療の手引
き」「感染対策の見直し」「応召義務
の整理」などについてリーフレット
などを作成して周知していくとし
ています。
コロナ患者をスムーズに受け入
れられるよう、これらを参考に準
備を進めておくことが肝要です。

見直しが行われます。
２類相当の現在は、陽性確定後
にかかる外来診療に対する窓口支
払い分は無料ですが、５類移行後
は原則、自己負担となります。た
だし、急激な負担増を避けるため
に９月末までの経過措置として、
高額な新型コロナ治療薬※につい
ては公費負担となります。
一方、入院医療費は当面、高額
療養費制度を適用したうえで、自己
負担限度額から最大月額２万円が
減額されます。自己負担額が２万
円未満の場合はその額が減額され
ます。検査費用は、重症化リスク
が高い人が多い医療機関や高齢者
施設等のクラスター対策を除いて、

図表2　診療報酬上の特例の見直し（入院）

図表1　病床確保料の見直し

※経口薬（ラゲブリオ・パキロビッド、ゾコー
バ）、点滴薬（ベクルリー）、中和抗体薬（ロナプ
リーブ、ゼビュディ、エバジェルド）

出典（図表1、図表2）：厚生労働省　新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供
体制及び公費支援の見直し等について（ポイント）

300点を算定できます。一方、受け
入れ患者をかかりつけ患者のみな
どに限定する場合は、147点に減額
されます。
コロナ確定患者（陽性者）への対
応として、療養指導やフォローアッ
プ、入院調整で医療機関の果たす
役割が大きくなるため、これらへ
の評価の見直しも行われます。コ
ロナ患者への療養指導を行った場
合は147点、入院調整を行った場
合は950点を算定できます。
在宅に関しては、感染予防対策

を講じたうえでのコロナ疑い患者
への往診等の300点は継続されま
す。緊急の往診については950点
に減額されます。
次に入院医療ですが、こちらは、

感染対策を講じた診療や、二類感
染症患者療養環境特別加算（個室）
の特例算定、感染予防を講じたう
えでの疾患別リハビリテーション
に対する評価は引き続き行われま
す（図表２）。
さらに、要介護の入院患者への
治療・ケアの負担増を受け、リハ
ビリや介護サービスとの連携が充
実した地域包括ケア病棟などで介
護保険施設の高齢患者を受け入れ
た場合、950点を加点する新たな
評価が設けられます。
診療報酬に関しては今夏までの

医療提供体制の状況等を検証しな
がら、2024年度同時改定において、
恒常的なコロナ対応を組み込んだ
体系をつくる方針です。

外来窓口負担は自己負担に 
検査費用の公費負担も終了
患者の自己負担等の公費支援も

（※１）一般の医療機関においては、重症者・中等症者病床
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